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三鷹・武蔵野認知症連携を考える会 
～もの忘れ相談シートを活用した認知症高齢者支援事業～ 

三鷹市・武蔵野市 

 
● 活動を始めたきっかけ・目的 

認知症高齢者の増加に伴い、 

①専門医療機関は長期予約待ちの

恒常化や在宅相談機関との連携不

足、②かかりつけ医は認知症を専門

としていないことによる診断・治療

の難しさ、高齢者の在宅での生活実

態が分からない、③在宅相談機関は

病識がない認知症高齢者をどのよ

うに医療につなげたらよいのか分

からない、病状・診察状況が分から

ないといった三者それぞれの課題

を抱えていました。こうした課題を

解消するには、認知症を診るための

専門医療機関とかかりつけ医との

医療機関同士の連携・協力に加え、医療機関と福

祉・介護機関が相互に深く関わっていくことが不

可欠であることから、三鷹市と武蔵野市、両市の

専門医療機関と医師会が協働で、認知症高齢者が

住み慣れた地域で安心して生活を送ることがで

きることを目的として、平成 20 年 9 月に「三鷹・

武蔵野認知症連携を考える会」を発足しました。 

 

● 取組内容・実績・効果 

三者が連携して対象者を支援していくための 6

種類の「もの忘れ相談シート」を考案し、平成 22

年度から試行運用によってシートの改良や検証

を重ねてきました。（試行実績（平成 23 年 9 月末

現在の運用件数）:三鷹市 41 件・武蔵野市 51 件） 

考える会の成果としては、以下のようなものが

あります。①認知症の早期発見・治療のため、三

者の連携の仕組みづくりを行うとともに、そのツ

ールとして「もの忘れ相談シート」を作成しまし

た。②認知症に関する医療・福祉分野における顔

の見える連携が進みました。③もの忘れ相談医の

登録が進み、地域における連携体制が整いました。 

● 活動のポイント等 

・医療機関同士で連携する事例（病診連携）は全

国的にも見られますが、自治体や地域の相談機関

との連携を主体としたものは極めて珍しい上、三

鷹市と武蔵野市のように自治体の枠を越えて連

携する取組は全国的にも珍しく、東京都内では初

めてになります。 

・「もの忘れ相談シート」は、いわゆる治療工程

を管理する「クリティカルパス」と違い、地域連

携のために情報共有する双方向型情報共有シー

トで 6 種類あり、どのシートからでも始められ、

認知症のどの段階からでも活用できる点が特徴

になっています。 

 

● 今後の課題等 

今後、より多くの相談機関にシートを活用して

もらいながら、認知症連携を進めていきますが、

関係機関のスキルの向上、もの忘れ相談医の一層

の拡充等のほか、福祉関連施設も含めた連携体制

の更なる拡大が課題と考えています。 

 
《お問い合わせ先》 

三鷹市健康福祉部高齢者支援課 0422-45-1151（代）内線 2623 

武蔵野市健康福祉部高齢者支援課 0422-51-5131（代）内線 2504 

三鷹武蔵野地区 認知症連携 イメージ

医 師 会

在宅認知症相談機関

三鷹市・武蔵野市

地域包括支援センター
（在宅介護支援センター）
居宅介護支援事業所

周辺症状対応病院
療養病院

Mitaka-Musashino Working Group

相談事前チェックシートシート１
（ご家族と相談機関が記入）

相談機関→
医療機関連絡シート シート２
（相談機関記入）

医療機関→
相談機関連絡シート シート３
（もの忘れ相談医記入）

紹介状 シート4
（もの忘れ相談医記入）

受診結果報告書 シート５
（専門病院記入）

経過報告書 シート６

介護保険
サービス

専 門 病 院
(杏林大学医学部付属病院・

武 蔵 野 赤 十 字 病 院 等 ）

シート

シート

シート

シート

シート シート

シート

もの忘れ
相 談 医

（未記入の物）

サポート医

かかりつけ医
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住まいサポートセンター 

世田谷区 

 
● 活動を始めたきっかけ・目的  

高齢者、障害者等から住まいを見つけづらい、

安心して住み続けづらいといった訴えがあった

ことから、居住確保の支援を目的として、住まい

サポートセンター事業を開始しました。 

 

● 取組内容・実績・効果 

高齢者、障害者等の居住確保を支援するととも

に、世田谷区の住まいに関する事業やサービス、

催し等の情報の提供や、相談を行うため、以下の

ような取組を実施しています。 

①居住支援制度 

保証人がいない等の理由で入居できない場合

に、保証会社の金銭保証制度の利用等についてセ

ンターが支援することにより、入居・継続居住を

支援します。 

②あんしん訪問サービス 

③の制度を利用して入居した高齢者等から希

望があった場合に、ボランティアによる定期的な

見守り・声掛けを行います。 

③賃貸物件情報サービス 

世田谷区と協定した不動産店が、高齢者、障害

者、一人親世帯に対して民間賃貸住宅の空き情報

の提供と相談までの調整を行います。 

 

<賃貸物件情報サービスの相談の様子> 

 

<居住支援制度> 

 

● 活動のポイント等 

・あんしん訪問サービスは、ボランティアの力が

なくてはできない事業ですが、利用を希望した高

齢者等に週 1回程度の定期的な見守り・声掛けを

行うことにより、本人のみならず、賃貸住宅の貸

主にも安心してもらうことができます。サービス

の開始時に、利用者とボランティアとで訪問の曜

日や日時、無事なときのサインの出し方などにつ

いて十分に打ち合わせを行うほか、困りごとの相

談を受けたときに、他のサービスや相談窓口につ

なぐこともあります。 

・賃貸物件情報サービスは、二つの不動産業団体

の協力を得ることで、利用者の約 9割に対して提

示する条件に合った情報提供を行い、約 7割が成

約に至っています。 

 
● 今後の課題等 

賃貸住宅の貸主や不動産店は、万が一の孤立死

など高齢者への賃貸に対する不安が多くありま

す。この不安の解消や事故防止のためにあんしん

訪問サービスは有効であることから、不動産店等

からは高齢者等の安心確保についての拡充が求

められています。

《お問い合わせ先》 

世田谷区都市整備部住宅課 03-5432-2499（直） 
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おおた高齢者見守りネットワーク（みま～も） 

大田区 

 

● 活動を始めたきっかけ・目的 

高齢者単身世帯を含む高齢者のみ世帯が増え、

高齢者の抱える問題も多様化する中、高齢者の総

合相談窓口である地域包括支援センターが、介護

保険制度の枠組みの中で、一つひとつの相談に対

応するだけでは、解決できない課題が増えていま

す。 

おおた高齢者見守りネットワークの活動は、地

域住民と、地域の医療・福祉専門職が連携し、高

齢者を見守り、支え合うことで、高齢者が安心し

て暮らし続けられる地域づくりを目指したもの

です。平成 20 年 4 月から、その課題解決に向け

た取組の一つとして実施しています。 

 

● 取組内容・実績・効果 

60 か所を超える協賛事業所・企業に支えられ、

ネットワークづくりを行っています。平成 22・23

年度は、区民活動を育成・支援することを目的と

した大田区の地域力応援基金・ジャンプアップ助

成を受け、地域の課題の解決に取り組みました。 

【主な事業】 

①地域づくりセミナー 

毎月第 3土曜日に「犯罪から身を守る」などを

テーマに、地域の専門家を講師に迎え、お互いの

「顔」を知ることでネットワークの構築が進んで

います。平成 23 年 11 月までに 40 回のセミナー

を開催し、延べ 4,070 名の高齢者を含めた地域の

人が参加しています。 

②ＳＯＳみま～もキーホルダー登録システム 

緊急時等に迅速に住所・氏名等の確認が行える

よう、登録者にキーホルダーを配付しています。

区内9か所の地域包括支援センターを申請場所と

して、登録者は、平成 23 年 11 月末時点で 3,639

名です。 

③みま～もステーション 

サポーターを募り、お食事会、公園体操、パソ

コン教室、染物教室などを開催しています。サポ

ーターは、平成 23 年 11 月末時点で 58 名です。 

 

<地域づくりセミナーの様子> 

● 活動のポイント等 

 高齢者が、介護が必要になる前から、地域包括

支援センターや医療・福祉専門職と日常的につな

がる仕組みになっています。 

任意の団体の活動であるため、自由な発想、活

動力で、実施されています。 

 

● 今後の課題等 

 大田区は、地域の人、医療・福祉専門職等との

連携を一層深め、地域包括支援センターを核とし

た、高齢者を見守り、支え合う体制づくりを進め

ていく中で、おおた高齢者見守りネットワークの

取組を区内全域に展開することが必要であり、成

果を有効に活用していきたいと考えています。 

 

<染物教室の様子> 

 《お問い合わせ先》 

大田区福祉部高齢事業課 03-5744-1252（直） 




